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○御殿場市が設置する防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱 

平成１８年４月１３日 

告示第８８号 

（趣旨） 

第１条 この基準は、御殿場市が設置し、又は管理する防犯カメラ等の設置及び運用に関

し、撮影された個人のプライバシー保護に配慮し、市民等の権利利益を保護するための

具体的な方策を定めるものであり、その設置及び運用に関しては、御殿場市個人情報保

護条例（平成１５年御殿場市条例第３５号。以下「条例」という。）及びこの基準に定

めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 「防犯カメラ等」とは、犯罪の防止を目的とする防犯カメラ及び防災、施設管理等

を目的とするカメラで、特定の場所に継続的に設置するものをいう。 

(2) 「個人情報画像」とは、防犯カメラ等により記録された画像（以下「画像」という）

のうち、特定の個人を識別できるものをいう。 

(3) 「実施機関」とは、条例第２条第１号に規定する市の機関のうち、防犯カメラ等を

設置し、又は管理するものをいう。 

（委託に伴う措置） 

第３条 実施機関は、防犯カメラ等の設置又は管理を委託（地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第３項の規定により同法第２４４条第１項に規定する公の施

設の管理を行わせることを含む。以下同じ。）するに当たっては、防犯カメラ等による

特定の個人を識別できる画像の保護のため、契約書等に委託を受けた者が遵守すべき事

項等を明記する等の必要な措置を講じるものとする。 

（実施機関の責務） 

第４条 実施機関は、防犯カメラ等の設置及び運用に関し、その設置目的を適正かつ効果

的に達成するように努めるとともに、個人情報画像に収録された者の権利保護を図るた

め必要な措置を講じるものとする。 

２ 実施機関の職員又は職員であった者は、防犯カメラ等の画像から知り得た市民等の情

報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

（管理責任者の設置等） 

第５条 実施機関は、個人情報画像の適正な取得及び安全管理を図るため、防犯カメラ等

を設置する施設等ごとに総括的な責任者として管理責任者並びに防犯カメラの映像表示
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機器及び録画機材並びに記録媒体等を取り扱うことのできる管理取扱者を置くものとす

る。 

（防犯カメラ等の設置に係る措置） 

第６条 実施機関は、防犯カメラ等を設置するに際して、次の措置を講じなければならな

い。 

(1) 防犯カメラ等の撮影対象区域を設置目的の達成に必要最小限の範囲とし、個人の住

居など私的な空間が映りこまないよう努めること。 

(2) 防犯カメラ等の撮影対象区域内の見やすい場所に、管理者名及び防犯カメラ等を設

置している旨を様式第１号により標示すること。 

(3) 管理責任者及び保管期間等を記載した様式第２号を所定の場所に備えておくこと。 

（画像等の保管） 

第７条 実施機関は、画像及び画像を記録した記録媒体（以下「記録媒体」という。）に

ついて、次の措置を講じなければならない。 

(1) 画像及び記録媒体へのアクセス及び取扱は、管理責任者及び管理取扱者に限ること。 

(2) 記録媒体の保管期間（重ね撮りをする場合は、上書きするまでの期間）を定めるこ

と。保管期間は原則として３０日以内とし、当該期間経過後は、速やかに画像の消去

又は記録媒体の破砕等の処理を行うこと。ただし、管理責任者が必要であると認めた

ときは、当該防犯カメラ等の設置目的に応じ、保管期間を別に定めることができる。 

(3) 画像は、撮影時の状態のままで保管すること。 

(4) 記録媒体の外部への持ち出しを禁止すること。ただし、保守点検等の理由により管

理責任者が許可した場合は、この限りでない。 

(5) その他、画像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん及び逸失等を防止するた

めに必要な措置を講ずること。 

（目的外利用及び外部提供） 

第８条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報

画像を自ら利用し、または提供してはならないものとする。ただし、条例第１３条第２

項の規定により、次に掲げる場合は、個人情報画像を利用目的以外の目的のために自ら

利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそ

れがあると認められるときを除き、個人情報画像を自ら利用し、又は提供することがで

きる。 

(1) 画像から識別される特定の個人（以下「本人」という。）の同意がある場合又は本

人に提供する場合 

(2) 市民等の生命、身体又は財産の安全を守るため必要と認める場合 
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(3) 実施機関が、その権限に属する事務の遂行に必要な限度で個人情報画像を内部で利

用する場合であって、当該個人情報画像を利用することについて相当の理由がある場

合 

(4) その他条例に基づく基準に適合すると認められる場合 

(5) 個人情報画像を提供する場合は、書面による申請のものに限るものとする。 

（開示義務） 

第９条 実施機関は、本人から個人情報画像の開示請求があったときは、開示請求に係る

当該個人情報画像に、条例第１８条各号に規定する次に掲げる情報（以下「条例に規定

する非開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、

当該個人情報画像を開示しなければならない。ただし、当該個人情報画像に条例に規定

する非開示情報（条例第１８条第１号に規定する法令秘情報を除く。）が含まれる場合

であっても、本人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、開示請

求者に対し、個人情報画像を開示することができる。 

(1) 法令秘情報 

(2) 開示請求者以外の個人情報 

(3) 事業活動情報 

(4) 社会的危害防止情報 

(5) 審議、検討又は協議に関する情報 

(6) 事務又は事業に関する情報 

２ 実施機関は、本人以外の者から個人情報画像が記録された公文書の開示請求があった

場合は、御殿場市公文書公開条例（平成７年御殿場市条例第３７号）の規定に基づき、

個人を識別することのできる個人情報画像を容易に区分して除くことができるときであ

って、当該画像を除いた部分について開示する場合又は当該画像を開示することが公益

上特に必要があると認め開示する場合を除き、個人情報画像を開示することができない。 

（苦情処理） 

第１０条 実施機関は、市民等から防犯カメラ等の設置、運用等に関する苦情等を受けた

ときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

 


